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(N10-3) 土木学会地域貢献事業審査基準 

2020 年１月 17 日 制 定 

 

（基準） 

１ 「土木学会地域貢献事業の運営に関する規則」（以下、「規則」という。）第９条、第12条

に定める運営組織における審査は、この基準による。 

 

（活用目的を指定した寄附金受入の審査基準） 

２ 活用目的を指定した寄附金受入の審査は、１件毎に次の条件を考慮して行う。 

(1) 活用目的が、土木学会地域貢献事業規程（以下、「規程」という。）第２条に規定する目

的に合致していること。 

(2) 活用目的のため実施する事業が、規程第３条に規定するいずれかの事業に該当すること。 

 

（一般型助成事業の審査基準） 

３ 一般型助成事業の審査は、１件毎に次の条件を考慮して行う。 

(1) 規程第２条に規定する目的に合致していること。 

(2) 規程第３条に規定するいずれかの事業に該当すること。 

(3) 多くの会員又は一般市民に関係する調査・研究又は事業であること。 

(4) 助成申請額が 100万円以内であること。 

 

（一般型助成事業の限度額） 

４ １事業年度の一般型助成事業の合計額は、当該事業年度予算に計上した額以内とする。 

 

（指定型助成事業の審査基準） 

５ 指定型助成事業の審査は、１件毎に次の条件を考慮して行う。 

(1) 規程第２条に規定する目的に合致していること。 

(2) 規程第３条に規定するいずれかの事業に該当すること。 

 

（指定型助成事業の限度額） 

６ １事業年度の指定型助成事業の合計額は、前事業年度末における指定型資金の残額及び当該

事業年度に指定型資金に受入れる額の合計額以内とする。 

 

附則（2020年１月17日 制定  理事会議決） 

１ 上記に規定されていない事項は、運営組織の合議により決定する。 

２ 本審査基準は、2020年１月17日から施行する。 

  

 

 


